
 

 

 

第１３回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日  時  ２００７年３月２０日（火）１０：３０～１１：００ 

 

２．場  所  中央合同庁舎４号館６階共用６４３会議室 

 

３．出 席 者  近藤委員長、田中委員長代理、松田委員、広瀬委員、伊藤委員 

        内閣府 原子力政策担当室 

         黒木参事官、中島補佐 

 

４．議  題 

 （１）ＩＡＥＡ５０周年シンポジウムについて 

 （２）四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更（第１号、第２号及び３号原子炉施 

    設の変更）について（答申） 

 （３）その他 

 

５．配付資料 

 （１）  国際原子力機関設立５０周年特別シンポジウムの開催について 

 （２－１）四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更（１号、２号及び３号原子炉施 

      設の変更）について 

 （２－２）四国電力株式会社伊方発電所原子炉設置変更許可申請（１号、２号及び３号原子 

      炉施設の変更） 

 （３）  第８回原子力委員会定例会議議事録 

 （４）  第９回原子力委員会定例会議議事録 

 （５）  原子力委員会 原子力防護専門部会（第３回）の開催について 

 

６．審議事項 

第１６回原子力委員会 

資  料  第  ３  号 
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（近藤委員長）おはようございます。第１３回の原子力委員会定例会議を開催させていただき

ます。 

  本日の議題は、１つが、ＩＡＥＡ５０周年シンポジウムについて、５０周年特別シンポジ

ウム、特別がつくようです。 

  それから、２つ目が、四国電力株式会社の伊方発電所の原子炉設置変更について、答申の

案を用意しましたので、御審議いただきます。 

  それから、３つ目が、その他となっておりますので、宜しくお願いいたします。 

 

（１）ＩＡＥＡ５０周年シンポジウムについて 

 

（近藤委員長）それでは、最初の議題から、事務局、お願いします。 

（黒木参事官）最初の議題でございますが、資料の第１号で御説明いたします。 

  ＩＡＥＡ設立５０周年特別シンポジウムの開催についてでございます。 

  このシンポジウムは、内閣府、外務省、文科省、経産省、それから原産協会との共催、Ｉ

ＡＥＡと共催して開催するものでございまして、ＩＡＥＡ設立５０周年を記念し、「原子力

エネルギー：未来に向けた世界の挑戦とＩＡＥＡ」という名称で開催するものでございます。 

  開催日が４月１１日、青森市であります。 

  一番後ろのページに全体のプログラムが載っていますが、毎年開催しております原産年次

大会、これが火曜日、木曜日、１０日、１２日とございますが、その間に、１１日に、ＩＡ

ＥＡの主催と日本政府共催のシンポジウムを開催するという形になっております。 

  簡単に、プログラムがその前の前のページ、２枚目から、まだ暫定でございますが、記載

しております。 

  最初に、高市大臣からオープニング、開会の御挨拶、主催者側として御挨拶いただきまし

た後、記念講演として、ＩＡＥＡ事務局次長から、「ＩＡＥＡ５０年の歩み」というお話を

いただくことになっております。 

  その後、３つセッションがございまして、最初のセッションが、原子力発電と核燃料サイ

クルということで、ここでは、ＩＮＳＡＧの議長、ＩＡＥＡ、インド、米国、それからＩＡ

ＥＡ事務局等からプレゼンテーションがある予定でございまして、日本からは、本部経済産

業官房審議官の方から、日本の挑戦：原子力立国計画と核燃料サイクルのお話をいただく予

定にしてございます。 
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  それから、２番目のセッションが、安全とセキュリティという名称で、こちらの方もＩＡ

ＥＡの事務局、中国、フランス、オーストラリア、それからＩＮＳＡＧの議長さんから、原

子力安全の基盤などをお話をいただくことになっておりまして、コメンテーターとして、原

子力安全委員会の鈴木委員長、それから韓国の方にお願いする予定にしてございます。 

  ３つ目のセッション、核不拡散でありますが、ここに近藤委員長から、核不拡散に対する

取組の動向と課題、それからＩＡＥＡのコーレイ部長から、国際社会への確かな保証につい

てお話をいただくことになっております。 

  ３つのセッションが終わった後、最後に、円卓会議ということで、未来に向けた世界の挑

戦とＩＡＥＡというテーマで鳥井東工大教授をコーディネーターといたしまして、我が国か

らは、袴着文科省原子力安全監、広瀬保安院院長、そしてまたインド、フランス、ベトナム

ＩＡＥＡ、米国等の登壇者のもとにお話を進める予定となっておりまして、最後に、ＩＮＳ

ＡＧのミゼルブ議長から、議長総括を行っていただくというような形で進める予定でござい

ます。 

  当委員会からは、近藤委員長ほか、松田委員、広瀬委員及び伊藤委員が参加を予定してい

るところでございます。 

  以上です。 

（近藤委員長）有り難うございました。 

  これは、こういうことで計画していますので、宜しくお願いしますということですね。 

  御質問ありますか。宜しいですか。 

  未来に向けた世界の挑戦という最後のパネルに、我が国から二人出るのはいいとしても、

それが二人とも安全規制関係者というのは、何となく世界の問題意識とちょっとずれている

感じがしますけれども、時節柄しようがないのですかね。原子力委員会は協賛ですか。 

（黒木参事官）内閣府という形で協賛に。 

（近藤委員長）それでは、そのことを了解するということにさせて頂きます。有り難うござい

ました。 

 

（２）四国電子株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更（１号、２号及び３号原子炉施設の変 

   更）について（答申） 

 

（近藤委員長）それでは、次の議題にいきましょう。 
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（黒木参事官）次の議題でございますが、四国電力伊方発電所の原子炉の設置変更について、

答申でございます。 

  最初に、資料の第２－２号でございますが、本年１月に保安院の名前で、Ａの資料ですけ

れども、経産省より諮問をいただいたものであります。 

  簡単に内容を御説明いたしますと、この２－２号、１ページ、めくっていただきまして、

変更の目的でございますが、変更項目というのが１の（５）に、１ページの一番下、書いて

ございます。これ伊方１号炉から３号炉ございますが、ここの不燃性雑固体廃棄物の処理方

法に固型化処理を追加、採用するというものでございます。 

  ２ページの方に、その工事に伴う費用として、約２０億円と書いてございます。これは不

燃性雑固体廃棄物の建物の設置、それから圧縮機、ベイラというものがございますが、この

ベイラ、それから電気、空調関係、そういう建物の中の設備、一式、合わせて２０億円程度

かかるというものでございます。 

  次の３ページに、変更の概要というものが２で書いておりますが、これは今まで伊方原子

力発電所、ちょっと小型の、今まであった小型のベイラで不燃性雑固体を圧縮してドラム缶

に入れるという形はとっておったわけですけれども、６カ所の低レベル放射性廃棄物の埋設

処分場に処分用のドラム缶として、廃棄物で持ってきたものは、モルタルで固化するか、も

しくはアスファルトで固化するか、均一固化体にしろ、それから雑固化体にしろ、固化する

必要がございます。 

  今回、モルタル固化という工法を採用するということであります。その場所が５ページに

書いておりますが、５ページの湾の近くに黒く塗りつぶした雑固体処理建屋というのが焼却

炉建物の隣に黒く書いてございます。これが先ほど言った２０億円の経費で、建物、それか

ら内部工事で設備を設けるというものでありまして、具体の配置等が６ページ等々に記載し

てあります。 

  ７、８ページは、廃棄物、固体廃棄物処理の系統図であります。具体的な変更は、モルタ

ル充てん固型化処理のモルタル充てんを加えたという部分でございます。 

  以上の変更につきまして、今年の１月に諮問をいただいたわけですけれども、これにつき

まして、答申をいたそうかということであります。 

  答申の方は、資料の第２－１号の方に答申の案を書いてございます。原子力委員会委員長

から経済産業大臣あてということで、答申ということで記載してございます。 

  ここに書いてございます、今回は伊方の発電所の変更許可ですが、許可基準が第２４条に、
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規制法の２４条に記載しております。 

  これが１号、２号、３号、書いてございますが、１号が平和目的、２号が計画的遂行、そ

して３号の経理的基礎に係る部分について答申を行う。 

  なお、３号のうち、技術的能力、それから今回しませんが、４号の災害の防止に支障がな

いという部分については、安全委員会の方で近日中にまた答申がなされるやに聞いておりま

す。 

  この１号、２号及び３号のうち、経理的基礎に係る部分について、別紙のとおり妥当と認

めるという案文でございます。 

  別紙の方は、読み上げさせていただきます。 

（中島補佐）それでは、２ページ目の別紙以降を読み上げいたします。 

（別紙） 

四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更（１号、２号及び３号原

子炉施設の変更）について（答申） 

１．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。） 

  第２４条第１項第１号（平和利用） 

   本申請は、 

  ・原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと  

 ・発生する使用済燃料については、国内の再処理事業者又は我が国が平和利用協定を

締結している国の再処理事業者において再処理を行うことを原則とし、再処理され

るまでの間は、発電所内で適切に貯蔵・管理するという方針を変更するものではな

いこと 

 ・海外において再処理を行う場合、再処理によって得られるプルトニウムは国内に持

ち帰り、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転しようとするときは、

政府の承認を受けるという方針を変更するものではないこと 

から、「原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる。」とす

る経済産業大臣の判断は妥当である。 

２．法第２４条第１項第２号（計画的遂行） 

本申請は、 

・原子力発電を「基幹電源に位置付けて、着実に推進していくべき」とする原子力政

策大綱の方針に沿ったものであること 
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・発生する使用済燃料については、国内の再処理事業者又は我が国が平和利用協定を

締結している国の再処理事業者において再処理を行うこととし、再処理されるまで

の間は、発電所内で適切に貯蔵・管理するという方針を変更するものではなく、原

子力政策大綱における我が国の核燃料サイクルに対する基本的考え方に沿ったもの

であること 

   ・本原子炉の運転に伴い必要な核燃料物質については、長期購入契約等により計画的に

確保するとしていること 

   ・発生する放射性廃棄物については、原子力政策大綱における我が国の放射性廃棄物の

処理・処分に対する基本的考え方に沿って適切に処理・処分するという方針を変更

するものではないこと 

から、「原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないものと認め

られる。」とする経済産業大臣の判断は妥当である。 

３．法第２４条第１項第３号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

 本件申請に係る変更に伴う工事に要する資金は、約２０億円である。これらの資金に

ついては、自己資金、社債及び一般借入金により調達する計画としている。 

 このことから、「原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認めら

れる。」とする経済産業大臣の判断は妥当である。 

  以上でございます。 

（黒木参事官）以上、御説明でございます。 

（近藤委員長）はい、有り難うございました。 

  ということで、この答申をすることについて、いかがでございましょうか。 

  松田委員。 

（松田委員）答申そのものについて異論があるわけではありませんが、説明のときに、一つお

願いしたいなと思うことがございます。それは、私も含めて、廃棄物は安全に処理されてい

るということは思っているんですけれども、この施設を見たときに、どの部分が放射線の管

理区域かということを知りたいなと思っても、この図面からでは見えてこないんですね。法

律的には約束ごとになっていないから書く必要はないんだと思いますけれども、国民の皆様

に分かりやすく原子力の政策について分かっていただくという趣旨に沿うと、この図面の中

に説明でこの部分は管理区域だとか、この部分は放射線についてはきちっと管理しています

ということが分かるといいなといつもこういう変更届け出てくるときに思うんですけれども、
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いかがでしょうか。 

（近藤委員長）私どもは、この資料に関しては、この施設は平和の目的以外の用途に使う計画

をもったものではないなと判断する観点から検討する責任を有しているのであって、この施

設の安全問題について検討するのではありませんので、それは特に必要ないと思います。た

だ、事務局が説明するときに、説明をわかりやすくするために工夫があるべしという御意見

とすれば、今後、御意見を踏まえて適切に説明していただくようにお願いすることにしまし

ょう。 

（松田委員）分かりました。そういう整理でいいです。分かりました。有り難うございます。 

（近藤委員長）他に。 

  かわりばえしない説明ですけれども、基本的なことですので一言申し上げます。今回は、

原子炉が商業発電という平和の目的の為のものであるということについて関係する設備に変

更がありません。それから、出てくる使用済燃料について適切に管理され、それが平和の目

的以外に利用されるおそれなしという判断ができると、そういう形で管理されるものとして

いたところ、それが変わるものではありません。海外のものについても同じということで、

平和の目的以外に利用されるおそれがないと経産大臣が判断したところ、その判断を妥当と

申し上げると。 

  それから、計画的遂行については、原子力政策大綱の方針に沿って、原子力発電を進めて

いくということは変わるものではないこと、直接にかかわりがあるのは、放射性廃棄物の処

分ですけれども、これは適切な処分の方針に沿った処理・処分をするとする従来の方針を変

えるものではないということで、これらは計画的遂行の観点から妥当するところの当初の判

断を変える必要なしと考えた。 

  経理的基礎に関しては、２０億円というお金は、事業者の経理的環境からすれば、十分に

こなし得る範囲と認識できるということで、これが適切との判断を変えないことは妥当と。

以上の整理を踏まえて、私どもとしては、経産大臣の判断を妥当という返事を差し上げると

いうことでございます。 

  よろしゅうございますか。 

  それでは、そのようにさせていただきます。 

 

（３）その他 
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（近藤委員長）その他議題。 

（黒木参事官）その他議題で２点、御報告したいと思います。 

  １点目は、資料の第５号の議事録の下に、資料の第５号の記述がございますが、会議の御

案内でございまして、原子力防護専門部会の第３回の開催についてということで、今週金曜

日９時半から１１時３０分、６階６４３会議室、こちらの会議室になりますかね。防護部会

を開催いたしますので、御連絡申し上げます。 

  それから、もう一点は、先般の原子力白書でございますが、先週の木曜日、非公開の臨時

会議で先生方に御審議いただいて、１８年版白書の内容について御決定いただいたわけでご

ざいます。 

  この白書につきましては、本日の閣議で配付され、高市大臣から白書の概要について御報

告をさせていただきましたので、これをもって白書を公開するという形になっております。

逐次、関係する場所には委員長名等で御案内文をつけた上で、適宜、これから送付なりした

いというふうに思っておりますし、ホームページ等でも公表していく作業を進めていきたい

と思っております。 

  以上です。 

（近藤委員長）有り難うございました。 

  何か、御質問、御意見ございますか。 

  白書については、ここまでたどり着きますと、何より多くの人に読まれることが重要で、

いかにして読んでほしい人に届けるかが問題と思っています。その工夫をどうするか。 

特に、今回は、最後の第１章の４節で、国際社会で原子力を重要な電源と考えるところが

多くなってきていることに対して日本としてもいろいろな方面で積極的に貢献していきまし

ょうと言っているところをなるべく多くの国民と共有したいのです。 

ただ、同時に、原子力委員会は、その前提条件として安全の確保をはじめとするさまざま

な取組、８項目でしたか、これをしっかりやらねばならぬと言っていますが、これがかすん

ではいけない。ですから、これを送付する際には、高レベル放射性廃棄物の処分については

さらに具体的に取組の在り方について見解をまとめたところであり、昨日は安全の確保につ

いて透明性の確保を強調する見解をとりまとめたところですので、そうした見解も白書に重

ねてお届けするようにしたらいいと思いますが、いかがでしょうか。 

（黒木参事官）はい、昨日の見解とか、廃棄物の文書もできるだけ一緒にセットにするような

形で送付をしたい、するようにしたいと思います。 



－8－ 

（近藤委員長）他に何か。 

（広瀬委員）英語版は。 

（近藤委員長）英語版は、概要版をまず翻訳をして、これはとにかく１カ月くらいですか。頑

張れと言っているんですけれども。ただ、全文は訳すんでしたか、ちょっと忘れちゃった。 

（黒木参事官）とりあえず概要版を作るということで、全部の翻訳は、今までのところを考え

ていなかったんですけれども。 

（近藤委員長）そうでしたね。 

  どうぞ、伊藤委員。 

（伊藤委員）先ほども委員長が言われました、是非読んでいただきたいということなんですね。

今日、傍聴の方にも是非お願いしたいんですが、今年は、やはりページ数もできるだけ読ん

でいただけるように、物量も減らしましたので、まずは是非読んでいただきたい。そして読

んでいいと思ったら、是非周りにも薦めていただきたい、そんなふうに思います。非常に最

近の世界の情勢を踏まえて、課題等もいろいろ整理した、自分たちで言うのもおかしいです

が、力作ではないかと思っています。是非読んでいただきたい、お願いでございます。 

  以上です。 

（近藤委員長）有り難うございます。 

  他に、松田委員。 

（松田委員）私も思い切って宣伝しますけれども、今回の白書のポイントは、核不拡散、海外

の核への取組と日本がいかに平和利用のことを本気で考えているかということを前面に出し

ている白書なので、非常に説得力があると思います。それといつもこだわっているんですが、

廃棄物の処分のことに対して、今年はかなり多くのページを書いておりまして、皆様に分か

りやすいように図表が出ております。世界の状況も出ておりますので、この辺はいいなとい

うふうに思っています。 

（近藤委員長）こういうときは、まだまだ未熟者でございますので、是非ご一読いただき、御

批判を賜れば幸いというのが普通では。これ以上、宣伝されては、ここに座っているのがつ

らくなりますので、本件はこれにて終了とさせて頂きます。 

他に何か。 

よろしければ、ちょっと今日は早いですけれども、これで終わらせていただきます。どう

も有り難うございました。 

（黒木参事官）次回の定例会議ですけれども、２７日１０時半から、この６４３会議室で開催
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する予定になっております。 

（近藤委員長）終わります。 


